
平成－18年度小児救急関係概算要求について   

○ 従来の二次医療圏単位を基本とした小児救急に関する下記の施策を引き続き実施  
し、全国的な整備を図る。  

［17年度予算額］  ［18年度要求額］  

1，9 84百万円 →  4，444百万円   

○小児救急医療（初期～三次）体制の整備  3，337百万円   

① 休日夜間急患センター小児救急深夜体制確保事業（新規）  513百万円  
休日夜間急患センターにおける、深夜帯の小児救急医療の実施に必要な医師、看  

護師の体制を確保し、深夜帯における小児救急医療の充実を図る。  
（カ 所 数）  94カ所  

② 小児救急医療支援事業（平成11年度～）  1，295百万円  
二次医療圏内の小児科を標梼する病院において実施する当番制等休日・夜間の体  

制を充実する。  
（地 区 数）   200地区  

③ 小児救急医療拠点病院運営事業（平成14年度～）  1，159百万円  
二次医療圏単位での小児救急医療体制の確保が困難な地域において、広域（原則  

複数の二次医療圏）を対象にした小児救急医療拠点病院の充実を図る。  
（地 区 数）   100地区（50施設）  

④ 小児救急専門病床確保事業（新規）  371百万円  
既存の救命救急センターに小児専門集中治療室を整備し、重篤な小児救急患者を  

受け入れる体制を整備充実する。  
（カ 所 数）  10カ所  

⑤ 小児救急専門病床施設・設備整備事業（新規）  
救命救急センター における小児専門集中治療室の施設及び専用の医療機器の整備  

を行う。（保健医療提供体制推進事業補助金及び保健医療提供体制整備交付金の事  
項の追加）  

（カ 所 数）  10カ所   

○小児救急医療体制の充実  1，107百万円   

① 小児救急医療啓発事業（新規）  312百万円  
乳幼児の保護者に対して、小児の急病時の対応方法等についての講習会を実施す  

るとともに、小児の急病時における対応ガイドブックを作成・配布する。   

② 小児救急電話相談事業（平成16年度～）  515百万円  
地域の小児科医により夜間における小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整  

備し、地域の小児救急医療体制の補強を推進する。（全国同一短縮番号（＃8000）  
で実施することにより、どこでも患者の症状に応じた適切な医療が受けられる。）  

※テレビ電話等を利用する場合の加算を新設   

③ 小児救急地域医師研修事業（平成16年度～）  199百万円  
地域の内科医等を対象に小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急医療体  

制の補強及び質の向上を図る。   

④ 小児救急医師確保等調整事業（平成17年度～）  81百万円  
都道府県において小児救急医師を確保するための協議会を設置し、離・退職小児  

科医師の発掘、再教育を行うことにより、小児救急医療等に対応する医師の確保を  
図る。  

⑤ 小児救急遠隔医療設備整備事業（平成16年度～）  
ITを活用し、小児救急患者の肉眼的映像、病理画像、Ⅹ線画像等を小児科専門  

医の所在する医療機関に伝送し、診療支援を受けるための設備整備。（保健医療提  
供体制整備交付金の事項）   




